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この方法によれば、原状回復費用がかからず、設備が新しい場合には、

かえって造作譲渡料を得られる可能性があります。

他方で、原状回復義務が後継テナントへ引き継がれることになること

から、法律関係が複雑になり、トラブルが生じがちであるという問題点

があります。そのため、物件内の内装、設備、又は備品の譲渡に当たり、

オーナー若しくは自身の所有権が及ぶ範囲はどこまでなのかを、引き渡

す前に、当事者間であらかじめ整理しておく必要があります。

３

期間の定めのある賃貸借契約におけるオーナー

との交渉

(１) 賃貸借契約の種別

借地借家法は、一般的に、様々な形で賃借人を手厚く保護していま

す。契約の更新・存続期間の延長（借地借家３〜９）や、期間満了時の建

物買取請求権（借地借家13）などです。しかしながら、以下のとおり、

普通の賃貸借契約であればこれら賃借人を保護する規定が、特約によ

り排除できる、あるいはそもそも適用されない契約類型が存在します。

一般定期借地権契約（借地借家22）では、存続期間を50年以上として

借地権を設定する場合には、契約の不更新、建物の築造による存続期

間の延長をしないこと及び建物買取請求権が存在しないことを特約に

より定めることができます。

長期事業用定期借地権契約（借地借家23①）では、専ら事業用の建物

の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定

する場合には、上記各特約を定めることができます。

他方、短期事業用定期借地権契約（借地借家23②）では、上記目的にお

4頁
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いて、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定した場合には、

更新・期間延長等の規定（借地借家３〜８）、建物買取請求権の規定（借

地借家13）及び裁判所による建物再築許可の規定（借地借家18）がそもそ

も適用されません。

定期建物賃貸借契約（借地借家38）では、契約の期間を定めた場合に

は、契約の更新がないことを定めることができます。

事業用に物件を賃借している以上、その契約内容について、上記の

ように、普通賃貸借ではなく特殊な契約類型であることも少なくない

でしょう。上記のように様々な類型がありますので、契約書の内容を

確認して、今存続している契約がどの契約類型に該当するのか、どう

いった条項があるか、見極めることが必要です。

(２) 期間の定めのある賃貸借契約の解約の可否

期間の定めのある賃貸借契約の場合、賃借人から中途解約の申入れ

を行い、残期間の賃料を支払わずに途中解約することが可能かという

問題があります。もちろん、オーナーとの合意ができれば、違約金を

支払うことなく途中解約することも可能です。

借地契約、建物賃貸借契約では、中途解約権を留保する特約（中途

解約条項）が定められていれば、賃借人の側から中途解約することは

可能な場合もあります。その際に違約金が発生するか否かは個別の契

約内容によりますが、まずは契約内容に、中途解約条項が含まれてい

るかどうかを確認する必要があります。

特に、定期借地権契約、定期建物賃貸借契約の場合は、中途解約を

することができず、中途解約の場合は残期間の賃料を支払わなければ

ならない特約が設けられていることが多く注意が必要です。ただし、

定期建物賃貸借契約については、やむを得ない事情により、建物の賃

借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったと

きは、建物の賃貸借契約の解約の申入れができることとされています
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（借地借家38⑦）。

他方、事業用定期借地権契約、事業目的で締結された定期建物賃貸

借契約については、このような「やむを得ない事情」についての明文

の規定はありません。したがって、賃借人から一方的に中途解約の申

入れをすることはできないとの結論となります。

４ 原状回復の範囲・内容・費用等の確認

(１) 原状回復の範囲・内容

賃借人は、通常の損耗や経年変化を除いて、賃借を始めた後に故意

又は過失により賃借物件に損傷を生じさせてしまった場合、原状に復

する義務を負います（民621）。

賃借物件が建物の場合、賃借していた建物の内部は全て空にして返

還する必要があるため、不要となった動産の処分費用についても確保

しておく必要があります。もっとも、残置された動産について、所有

権を放棄してオーナーに処分してもらう方法もありますので、その際

の費用の面も含めて、オーナーとの協議が必要です。

他方、賃借物件が土地であり、その土地の上に建物を建てて事業を

行っていた場合、原則として、その建物も全て解体・取り壊して、更

地にして（アスファルト等も剥がす必要があります。）返還する必要が

あり、この費用も賃借人が負担することになります。ここで、借地借

家法上の建物買取請求権（借地借家13）という権利がありますが、これ

はあくまでも賃貸期間満了による賃貸借契約の終了時にその権利が発

生するものです。したがって、賃借人からの解約申入れの場合、特約

やオーナーからの建物の買取りの申出がない限り、解体費用は賃借人

の負担となります。
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(２) 原状回復の費用・期間

大規模な事務所等の解約の場合、事務所内をパーテーションで区切

っていたり、クッションフロアにしていたりと、大幅な造作が施され

ていることも考えられます。その場合、原状回復には期間で数か月程

度、費用で数百万円程度と、時間も費用もかかることが珍しくありま

せん。したがって、返還・明渡しの時点で原状回復作業が完了できる

スケジューリングや、そのための費用を確保しておく必要があります。

なお、原状回復を行っている最中は、当該物件の使用収益は事実上

できないことになりますが、賃貸借契約期間中に原状回復を完了させ

ることが一般的ですので、その間の賃料も継続して発生することにな

ります。当該賃料も廃業に当たっての予算に組み入れることが必要不

可欠です。

ケーススタディ

Ｑ マンションの一室を賃借し、自宅兼事務所として、賃貸人の許

可を得て事業を営んでいましたが、廃業するに当たって賃貸借契

約書を確認したところ、定期建物賃貸借契約でした。中途解約条

項はありませんでしたが、やむを得ない事由があるとして、中途

解約できないでしょうか。

Ａ 借地借家法38条７項では、定期建物賃貸借契約であっても、

① 居住の用に供する賃貸借であること。

② 床面積（建物の一部分が賃借物件であるときは当該一部分）

が200㎡未満であること。

③ 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、

賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難に
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